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Claim 1 手術用ステープラと共に使用するためのステープルカートリッジアセンブリであって、 

複数のステープル空洞を有するカートリッジ本体であって、各ステープル空洞は、内部に配置された手術用ステープルを有する、カートリッジ本体と、 

 前記カートリッジ本体に解放可能に連結され、かつ前記カートリッジ本体内の前記ステープルを配備することによって患者の身体内の組織に運搬されるように構成された、生体適合性
かつ生体吸収性の補助材料と、 

 前記補助材料内に配置され、前記補助材料から放出可能な有効量の少なくとも１種の薬剤であって、前記少なくとも１種の薬剤は、前記患者の前記身体の外部に置かれたアクティベー
タによって前記患者の前記身体内で活性化されるように構成された活性化物質を含み、前記少なくとも１種の薬剤の前記活性化は、前記補助材料の前記組織への運搬後の前記補助材
料のモニタリングを可能にし、前記活性化物質は、前記アクティベータによって誘発された磁場によって活性化されるように構成されている、有効量の少なくとも１種の薬剤と、を備える、
アセンブリ。 

■ 審査官の認定 vs 出願人の主張 （引例：Schmid (US2013/0256373) 、Dormer (US8740872) ）

⇒ 簡潔には、「本件ステープルカートリッジアセンブリでは、患者の組織内へ補助材料が運搬される。補助材料内には薬剤が含まれ、その薬剤は活性化物質を含む。

活性化物質は、アクティベータ（例えば磁石）によって誘発された磁場により活性化される。」との構成。 
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